
  
  
  
  

  

 
 

栄村小規模修理・修繕契約希望者 
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１．制度の目的   

この登録制度は、さかえむらが発注する小規模な修理修繕契約について、競争入

札参加資格者名簿に登録されていない方でも契約ができる「少額で内容が軽易な契

約」を希望する方を登録し、積極的に活用することによって、村内経済の活性化を

図ることを目的とするものです。（栄村小規模修理・修繕契約希望者登録要領） 

     

２．登録できる方  

栄村内に主たる事業所を置き、栄村建設工事等指名競争入札参加資格者名簿に登

録されていない方  

（個人・法人の別、経営組織・従業員数等は問いません。）  

  

３．登録できない方  

(1)栄村内に主たる事業所を置いていない方（他村町村に本店がある場合等）  

(2)本制度に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を有しない方 

(3)栄村建設工事等指名競争入札参加資格者名簿に登載されている方  

(4)工事を履行するために必要な資格・許可を有しない方 

  

４．登録後の注意事項  

(1)本制度の申請をした方は、「栄村小規模修理・修繕契約希望者登録名簿」に登載

し、栄村が発注する小規模かつ軽易な修理修繕契約に際して業者選定の対象とな

り得ますが、指名や契約を約束するものではありません。  

(2)「栄村建設工事等指名競争入札参加資格者名簿」に登載された場合は、名簿から

抹消されます。  

  

５．受付・申請  

(1)受付期間  随時受け付けします。  

（ただし、土・日・祝日、年末年始を除く）  

(2)申請方法  申請書に必要事項を記入し、総務課行政係へ提出してください。  

  

６．有効期間 

取り下げの申請がない限り継続的に登録されます。 

 

７．見積り方法   

見積書の徴収は、原則として２人以上から行い、見積り合わせの結果、最低価格

の見積書を提出した方を契約の相手方とすることになります。  

  ただし、契約金額が１０万円以下となる場合は見積書の徴収は１人からとし、さ

らに、１万円以下となる場合は見積書の提出を省略することができます。  

見積書の様式は指定しませんが、見積書には内訳及び合計金額を記載する他、記

載内容については発注課等の指示にしたがってください。  

なお、見積りを依頼されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場

合は必ず、発注課等に連絡してください。（担当者に対する電話連絡で結構ですの

で、必ず、連絡をお願いします。）  



８．契約方法   

契約を締結することとなった場合には、発注課等の指示にしたがって、原則とし

て請書又は契約書を提出していただくことになります。  

契約の履行にあたっては、栄村契約規則、栄村建設工事請負契約約款、その他関

係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行しなければなりません。  

なお、請け負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請負い（丸投げ）

は一切できませんので、希望業種の記載範囲は、自ら施工（履行）できる業種とし

てください。  

  

９．請求・支払い方法   

請負代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払いま

す。支払い期間は、正当な請求を受けた日から３０日（建設工事は４０日）以内で

す。前払金、中間払金はありません。  

  

10．契約に関する注意事項   

契約に関して談合等による独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為

は、絶対に行わないでください。 なお、万一、登録業者の方が、業務に関して不正

又は不誠実な行為があった場合は、登録を取り消します。  

  

11．名簿の公開  

この登録名簿は一般公開しますので、あらかじめご了承いただいた上、申請して

ください。  

  

  

申請書の記入方法    

  

【住所又は所在地】   

住所又は所在地は、事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で事

業を行っている場合は、自宅の住所を記入してください。  

  

【商号又は名称】   

法人の場合は商業登記簿に記載された商号を記入し、個人事業主の場合は、通常 

使用している名称を記入し、その名称がない場合は記入しないでください。  

  

【代表者職・氏名】 

代表者職・氏名の職は、法人の場合は商業登記簿に記載された「代表取締役」等 

の役職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。  

  

【使用印鑑】   

申請書に押印する印鑑は、本登録期間中に見積書、契約書、請求書等に使用する

印鑑となります。法人の場合は代表者印を押印し、個人事業主の場合は実印でなく 

ても結構ですが、ゴム製の変形しやすい印鑑は使用しないでください。  



【希望業種】   

希望業種に「〇」印をし、その希望業種を履行するにあたり、法的な許可、免

許、登録等を必要とする場合は、それらの名称を記入し、許可書等の写しを添付し

てください。  

（記載例）大工、左官、とび、土留め、屋根、電気設備、衛生設備、タイル、 

ブロック、 ガラス、塗装、吹付、ふすま、家具、サッシなど  

※上記の希望業種記載例は一例です。業種の種類、書き方は問いません。  

※希望業種を具体的にわかりやすく記入してください。  

  

【問い合わせ・連絡先】  

栄村役場総務課行政係 

〒389-2792 下水内郡栄村大字北信３４３３  

電話 0269-87-3112 



様式第 1号 

受付日      
登録番

号 
第     号 

 (注)上記には記入しないこと。 

 

栄村小規模修理・修繕契約希望者登録申請書 

 

年  月  日   

 栄村長 様 

 

私は、栄村小規模修理・修繕契約希望者登録を申請します。 

申

請

者 

住所又は 

所在地 

〒 

栄村大字           番地 

フリガナ 

商号又は名称 

 使用印鑑 

 

フリガナ 

代表者職・氏

名 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

※印鑑は、見積書・契約書・請求書に使用するものを押印してください。 

 

 希望業種 

修理・修繕の種類 希望業種 許可・免許等の種類・名称 

１ 土 木   

２ 建 築   

３ 設 備   

４ 機 械   

５ その他 

 
  

 (注) 希望業種欄に○印を付けること。 

(注) 許可・免許等の種類・名称等を具体的に記載のこと。 

  



様式第２号 

 

栄村小規模修理・修繕契約希望者登録名簿 

 

番 号 登 録 日 登 録 者 名 業 種 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  



様式第３号 

栄村小規模修理・修繕契約希望者登録変更・廃止届 

 

年  月  日 

 

栄村長  様 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

先に申請しました、栄村小規模修理・修繕契約希望者登録申請の記載事項につい

て、関係書類を添えて、下記のとおり変更・廃止届を提出します。 

記 

変更事項 変更前 変更後（廃止） 

変更（廃

止） 

年月日 

住所又は所在

地 
   

商号又は名称    

代表者職・氏

名 
   

電話番号    

ＦＡＸ番号    

使用印    

希望業種    

その他    

 


